須賀川市　予防給付ケアマネジメントＱ＆Ａ集（第１版）

平成18年11月11日

須賀川市高齢福祉課

１　初回加算について

	Ｑ　初回加算はどのような場合に算定できるのですか？

	Ａ　予防給付における初回加算とは、新規に介護予防サービス計画を作成する場合に算定されるものであり、その主旨は、アセスメントや利用者基本情報等の資料をゼロから作成する手間に対する報酬である。初回加算が可能な事例については下記のとおりとなるが、個別の判断を要する場合は須賀川市高齢福祉課介護保険係まで問い合わせること。
　　　　　　　　

（１）要介護１　更新申請 　　　非該当　 更新申請　　　要支援２ 　　

（２）要介護１　更新申請を行なわなかったため認定切れ　　　　　　　　要支援２


（３）Ａ居宅介護支援事業所　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ居宅介護支援事業所


（４）長期入院で入院中サービスの利用なし　　　　　　　　 退院後サービス利用開始



２　地域包括支援センターからの介護予防マネジメント委託に係る委託料について

	Ｑ　地域包括支援センターから介護予防マネジメント業務を受託し、介護予防支援・サービス計画表等を作成し、契約も行なったがサービス利用がなかった場合、委託料を請求することは可能か？

	Ａ　須賀川市においては、介護予防支援費を国保連合会へ請求するのは、地域包括支援センターのみであり、受託事業所においては、地域包括支援センターとの委託契約により委託料として支払われるものであるが、委託料の支払いにあたって、その原資は介護報酬を充てるため、給付管理を行なっていなければ報酬を算定することができないため、請求を可とするためには下記の条件を付するものとする。
（１）利用予定者との契約が完了している。
（２）介護予防支援・サービス計画表が作成済で利用者より同意を得ており、地域包括支援センターにおいて成果の確認がされ、意見を付している。

（３）サービス利用がなかった原因者は事業所ではなく利用者である。

　　なお、このような事例がある場合は、須賀川市高齢福祉課介護保険係までお問い合わせください。


３　介護予防訪問介護について

	Ｑ　月額定額報酬によりⅠ・Ⅱ・Ⅲとそれぞれ標準的な回数が示されているが、標準的な回数を超えたサービスについて、利用者に自費負担を求めることは可能か？

	Ａ　利用回数の設定は、短期・長期の目標を達成するためにサービス提供者が利用者の状況や提供すべきサービス内容に応じて適切に判断するものであり、サービス提供者が判断・設定した標準的な回数を超えたとしても、目標達成に必要と認められる回数については介護報酬に含まれる。ただし、利用者個人の希望により、標準的な回数以上のサービスを提供した場合は利用者に実費負担として請求することは可能であるが、自立支援の観点から、サービス利用の可否の判断にあたっては精査すること。


４　介護予防通所介護について

	Ｑ　月額定額報酬の標準的な回数が示されているが、標準的な回数を超えたサービスについて、利用者に自費負担を求めることは可能か？

	Ａ　利用回数の設定は、短期・長期の目標を達成するためにサービス提供者が利用者の状況や提供すべきサービス内容に応じて適切に判断するものであり、サービス提供者が判断・設定した標準的な回数を超えたとしても、目標達成に必要と認められる回数については介護報酬に含まれる。ただし、利用者個人の希望により、標準的な回数以上のサービスを提供した場合は利用者に実費負担として請求することは可能であるが、自立支援の観点から、サービス利用の可否の判断にあたっては精査すること。


５　介護扶助（生活保護）における経過措置について

	Ｑ　平成18年4月1日の改正法施行時に介護扶助を受けていた被保険者以外の者（ただし、65歳未満の生活保護受給者であっても、医療保険加入者にあっては介護保険の被保険者となる）の取り扱いに係る経過措置の内容はどのようなものか？

	Ａ　要介護認定の有効期間が平成18年4月1日以降に満了する者は、当該認定の有効期間満了後の更新申請の結果①自立、②要支援１、③要支援２、となっても平成20年3月31日までの2年間は経過措置により要介護者とみなすので、留意願います。
　
（例１）

　　要介護１　　平成18年5月31日満了　　　　更新申請・・・「要支援１」

（例２）


　　要介護１　　平成18年5月31日満了　　　　更新申請・・・「要支援２」


☆なお、改正法施行後に、新たに要介護認定等を受け介護扶助を受給することとなった者は、改正法施行以前から生活保護を受けている者であっても、上記の経過措置は適用されず、要介護認定等の結果により、要支援と認定された場合は介護予防等を受けることとなる。


６　介護認定更新申請中の介護（予防）サービス給付について

	Ｑ　要支援１、要支援２の認定を受けた者が新規要介護認定申請（＝区分変更申請）を行った場合、認定結果が判明するまでの介護予防ケアマネジメントの対応について？

	Ａ　認定結果が判明し、要介護者となった場合、要介護認定の効力は申請日より生ずることとなるが、介護予防サービス支援計画表に基づき、判定結果が判明するまでの期間は地域包括支援センターにおいてケアマネジメントを継続することとなるため、一次判定結果の情報提供を受けるなどして適切な判断に努めると共に、日割りでの報酬算定に対応できるよう、介護予防サービス事業所としても指定を受けている事業者を選定するなど配慮すること。
なお、認定結果が要介護となった場合、改めて、居宅サービス計画作成（変更）依頼届出書の提出が必要となるので留意願います。


７　介護認定新規申請中の介護（予防）サービス給付について

	Ｑ　要介護認定の新規申請中にサービス利用の利用希望があった場合、認定結果が判明するまでのケアマネジメントの対応について？

	Ａ　支援計画表等を作成せずにサービスを利用することはできない。サービスを利用するためには支援計画表等の作成が必要となる。

　　しかし、介護予防給付対象者であるか介護給付対象者であるか判明しない段階での支援計画表等の作成は、ケアマネジメントの担い手が居宅介護支援と介護予防居宅介護支援で異なることから、どこがケアマネジメント着手するべきかの判断が非常に難しいものと思われるが、介護支援専門員又は地域包括支援センター職員が可能な限りの情報を元に結果を予測し、暫定でマネジメントを行なう事業所を選定し、必要なサービスの利用までをマネジメントすること。
アセスメントに使用する様式は暫定期間中については介護予防給付・介護給付どちらを使用してもかまわないが、認定結果が判明したら正式な支援計画表等を作成すること。
　　なお、利用希望者に対しては、事前に暫定利用である旨を十分説明し、認定結果によっては、予測と異なる認定結果となった場合、契約先の変更等ある程度の手続きの修正が必要となることについて同意を得ること。


８　要支援１・要支援２の認定者の住宅改修のみの利用希望について
	Ｑ　要支援１・要支援２の認定者で、住宅改修のみの利用を希望する者のケアマネジメントの方法について？

	Ａ　住宅改修のみの利用であれば、給付管理を行なわないため、介護予防サービス支援計画表の作成は不要となる。
　　要介護者で住宅改修のみの利用希望者に対しては、理由書作成の手数料として、須賀川市より２，１００円支払われるが、要支援１・要支援２で地域包括支援センターが理由書を作成した場合は、須賀川市より支払われる包括的支援事業にかかる委託料に当該業務も事業費支弁として見込んでいるため、手数料は支払わないので留意願います。











本事例の場合、介護保険制度改正前の要支援（経過的要介護）の判定がなされたとみなされ、居宅介護支援事業者を変更することなく、引き続き従来の介護支援専門員がケアマネジメントを行うこととなり、要支援１であっても地域包括支援センターにおいて介護予防ケアマネジメントを行うことはない。








本事例の場合、介護保険制度改正前の要介護１の判定がなされたとみなされ、居宅介護支援事業者を変更することなく、引き続き従来の介護支援専門員がケアマネジメントを行うこととなり、要支援２であっても地域包括支援センターにおいて介護予防ケアマネジメントを行うことはない。





新規利用に限る





介護給付の場合のみが算定可能となります。各地域包括支援センターからの委託先変更については、委託料が業務に対する包括的な評価に対するものなので、別個に初期加算を評価することはしません。








